
送付による解体届出のご案内

注意事項

１．送付による解体届出を行える軽自動車は、次のすべての要件を満たしていること。
※ 自動車検査証返納届出の手続きが行われていること。
※ 重量税還付申請がないこと。（解体届後の重量税還付申請はできません。）
※ 使用済自動車を引取った事業者（引取業者）から解体が完了した旨（解体報告）の連絡がなされた軽自動車であること。

２．送付に係る費用（返信用を含む）は、届出者の負担となります。
※書類不備（記載漏れ、誤記載）等の場合であっても返信用送付費用を使用いたします。

３．事務所、支所の窓口に届出書を提出される場合は、当日処理させて頂いておりますが、送付による場合は、処理に相当
の時間を要することをご了承ください。

４．その他、申請手続き案内、送付票のチェック欄をご確認ください。

自動車検査証返納届出の手続き後の軽自動車の解体届出（重量税還付申請の無い場合）の送付による届出受付について

●平成２６年４月１日より、解体届出（既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車をスクラップ（解体）に
したときに行う手続き）について、送付による届出の受付を開始しました。

なお、自動車検査証の交付を受けている軽自動車の解体届出及び重量税還付申請を行うものにつきましては、
送付による取扱いはございませんので、従前どおり、管轄する事務所又は支所に申請してください。

令和６年４月

URL:http://www.keikenkyo.or.jp/

http://www.keikenkyo.or.jp/


内容物確認

軽自動車検査協会

送付による解体届の手続きの流れについて

届出者

送付による届出方法

１．解体届出書（軽第4号様式の3）を事前入手してください。（ホームページ、各事務所・支所・分室の窓口等で入手が可能）
２．軽自動車検査協会ホームページの記載要領を参考に記入してください。
３．送付票のチェック欄により確認してください。なお、確認後の送付票は同封してください。
４．送付申請用封筒、返信用封筒については、「角２」を使用してください。（ＯＣＲシートを折らないため）

届出書及び届出送付票
の入手及び記載

申請処理

解体届出
手続き完了の
お知らせ

届出書
の入手

書類の返納

記載漏れ、要件を満たしていな
いもの等はその旨明記し返信
（ﾘｽﾄ兼用）

× 不備等の場合

○ 書類確認

完了お知らせの送付

返信用
封筒

チェックリストにより
記載内容等を確認
（ホームページ等の
記載要領を参照）

返信用封筒を同封し投函

http://www.askul.co.jp/s/01-0120-0105001-01050010012/
http://www.askul.co.jp/s/01-0120-0105001-01050010012/


解体届出書（重量税還付なし）記入例

品 川 ５８０ あ １ ２ ４ ９ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

２ ０

車両番号を記入

６ １ ４

レ

２ １２２８

解体報告日を記入 届出年月日を記入

※自動車検査証の返納を伴う場合は、
郵送による取扱いは行っておりません。
管轄する事務所の窓口へ申請してください。

解体届出「２」を記入してください。還付申請のないことを確認して「０」を記入してください。
※重量税還付申請を行う場合は、郵送による取扱いは行っておりません。
最寄りの事務所の窓口へ申請してください。(自動車検査証返納済みのものに限る。)

東京 次郎

東京都港区港南３丁目３－７

個人例

法人例

所有者の氏名又は名称及び住所を記入
してください。

黒色で記入してくだ
さい。

黒色で記入してくださ
い。誤って記入したと
きは、棒線で抹消して
書き直してください。

軽検自動車販売 株式会社

東京都新宿区西新宿３丁目２－１１

チェックを
つける

移動報告番号を記入

届出書の記入について

車台番号下７ケタを記入

０ ０ １ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９



解体届出の届出送付票について



送付用封筒の記入例

１ ０ ８ ０ ０ ７ ５

東京都港区港南３－３－７

軽自動車検査協会
解体届出受付窓口 行

返信用封筒の記入例

重さに合わせて切手を貼ってください。

重さに合せて切手を貼ってください
。（書留希望はその金額の切手）

宛先と郵便番号を記入ください。

二
つ
折
り
で
同
封
し
て
く
だ
さ
い

送付用・返信用封筒のについて



解体届出の手続き完了のおしらせについて

返信用封筒で送付
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